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公益財団法人 北九州産業学術推進機構 

 令和６年度 自動車・ロボットの高度化、知能化 

実践的派遣教育助成金申請要領 

 

１ 事業目的 

   大学と企業が共同で行う自動車分野・ロボット分野・ＡＩ分野の研究活動の場に、派遣される

学生に対して、公益財団法人北九州産業学術推進機構が助成金を交付することにより、北九州市

における産業の高度化を支える人材の育成及び地域での研究開発の拠点化の促進を図るものです。 

 

２ 事業概要 

   実践的派遣教育助成金の概要は下記のとおりです。 

対
象
者 

以下の要件のすべてを満たす方を対象といたします。 

（１）大学と企業が行う共同研究活動(※)に参加し、一定期間企業に派遣されるもの。 

   ※実態として概ね３ヶ月以上にわたり共同研究活動がなされているもの。 

（２）研究活動の内容は自動車分野・ロボット分野・ＡＩ分野に寄与する技術分野。 

（３）カーロボＡＩ連携大学院参加校 

（北九州市立大学国際環境工学研究科、九州工業大学生命体工学研究科・情報工学府・

工学府、早稲田大学情報生産システム研究科）に在学中の生徒（修士課程・博士課程）。 

※但し、所属する研究室の指導教員の方の同意が必要です。 

受
付 （１）受付期間 令和 6年 6月 3日（月)～ 令和 6年 6月 14日（金) 

金
額 

期
間 

（１）助成金額は、一人につき１回 50万円以内とします。（年１回） 

（２）助成期間は、令和 6年 7月 1日から令和 6年 10月 31日までとし、派遣開始日が 

交付決定日前の場合、開始日にさかのぼって助成対象経費を認めます。申請は各期 

毎に行ってください。 

（３）助成金額は実費精算とし、支払いが証明できる一連の書類が必要となります。 

共
通
注
意
事
項 

○派遣計画を元に別に定める基準により算出した総額に対し交付決定をします。 

○経費は研究を進める上で必要かつ合理的なものとします。 

○申請時の計画と実際の活動が大幅に変化（特に大幅に活動が縮小）した場合、計画変更の

手続きや決定取消となる場合があります。 

○企業等からの交付対象経費の補助や給付を受ける場合は助成対象外です。 

○出張先となる研究拠点を登録申請してください。 

○原則、「活動日」（研究活動を行う日、その前後移動日等）以外の経費は認められません。 

※研究拠点以外での作業や、前後を活動日に挟まれた企業休業日も活動日とみなします。

但し、従事内容報告書にて派遣先の承認が必要です。 

※研究拠点以外での作業が連続して続く場合は、７日目からの経費は認められません。 

※私的事由（就職活動等）による延長滞在、移動等にかかる経費は対象外となります。 

○精算には本人宛の領収書が必要です。 

助
成
対
象
経
費 

①交通費 自拠点（原則、北九州地域または自宅等）から登録研究拠点の区間が対象。 

②宿泊費 
・13,500円／１泊を上限とする実費支給 

・宿泊先は、研究活動を行うにあたり合理的な場所を選定すること。 

③現地食費 ・3,000円／１日 

④その他  ・機構が特別に認める経費 
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３ 交付申請及び交付決定 

助成金は、上記対象者の方が申請するものとし、予算の範囲内で審査し交付を決定します。   

審査にあたっては、申請者の方および所属する指導教員の方にヒアリングをさせていただき、取

組姿勢、継続性等を勘案し、決定いたします。 

 受付期間終了後、審査の上、採択/不採択を決定し交付決定を通知いたします。 

（１）申請書類 

・実践的派遣教育助成金交付申請書（様式１） 

・学生証の写し（申請者全員） 

（２）提出について 

  申請書は、全てＡ４サイズの片面印刷で、正本１部を下記まで持参で提出してください。 

 

４ 助成金の交付 

    原則、事後精算ですが、交付予定額の５０％以内で概算請求（前払い）が可能です。採択後、

交付決定を行った方には事務説明をいたします。 

     

５ 事業完了 

   助成期間終了後、１０日以内に「従事内容報告書（様式３）」「実績報告書（様式４）」「結果報

告書（様式５）」「経費支出明細書（様式６）」及び、精算に必要な領収書等を提出して頂きます。 

 

６ 助成積算額上限 

   以下を目安に派遣計画および申請額を積算してください。 

  ①交通費 地域別単価×移動回数 

地域 

（方面） 

関東（下記に記す以外） ３０,０００円／回（片道） 

東海（愛知、岐阜、三重、静岡） １５,０００円／回（片道） 

近畿（福井、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山） １２,５００円／回（片道） 

中国・四国・九州（福岡県外） ７,０００円／回（片道） 

福岡県内 ※原則、宿泊は認められません。 ２,５００円／回（片道） 

   ②宿泊費 

   ・助成積算額上限：13,500円／泊×宿泊日数 

  ③現地食費 

   ・助成積算額上限：3,000円／日×派遣日数 

 

＝申請者情報の取り扱いについて＝ 

利用者  公益財団法人北九州産業学術推進機構、北九州市 

利用目的 １ 当該事業の事務連絡や運営管理・統計分析のため使用します。 

      ２ 技術動向等各種セミナー案内やアンケート調査依頼等を行う場合があります。 

第三者への供与 原則行いませんが、以下により行政機関へ提供する場合があります。 

      １ 目的１ 当機構からの行政機関への事業報告 

      ２ 目的２ 行政機関からの各種事業案内、アンケート調査依頼等 

      ３ 項 目 氏名、連絡先、当該事業申請書記載の内容 

      ４ 手 段 電子データ、プリントアウトした用紙 

個人情報は「公益財団法人北九州産業学術推進機構個人情報保護規程」に基づき管理しております。 

公益財団法人 北九州産業学術推進機構 自動車産業推進部 

〒808-0135 北九州市若松区ひびきの２－１ 

TEL：093-695-3685 FAX：093-695-3686  担当 柿添、和田 


